
会津若松市地域防災計画　修正　新旧対照表

（火山災害対策）

（改定案）
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資料４－２



冊　子 頁 現　　　　　　　　行 修　　　正　　　案 修正理由

第１編　総則
第３章　災害及
び被害の想定
第１節　地震以
外の災害想定

13 ６　火山噴火
　火山噴火については、対象となる活火山としては磐梯
山があります。
　いざ噴火が発生したときには、広範囲にわたり多数の
住民、登山者等の避難が必要になる場合があることか
ら、平成３０年５月に策定された「磐梯山の火山活動が
活発化した場合の避難計画」に基づき、火山活動の推移
に対応して行われる各機関の防災対策と連携をとりつ
つ、災害に対する適切な対策を行っていく必要がありま
す。

６　火山噴火
　火山噴火については、対象となる活火山としては磐梯
山があります。
　本市では、積雪期における融雪型火山泥流による河東
地区の一部に水害被害や降灰による影響を受ける恐れが
あります。磐梯山の火山活動が活発化し、噴火又はその
恐れのある場合は、地域住民等に危険があると認められ
る場合において、その災害による被害の軽減を図るため
、連絡、広報、避難等の必要な対応が求められるほか、
近隣市町村からの広域避難も想定されることから、令和
元年      9      月に改訂された  「磐梯山の火山活動が活発化した
場合の避難計画」に基づき、火山活動の推移に対応して
行われる各機関の防災対策と連携をとりつつ、災害に対
する適切な対策を行っていく必要があります。

文言の修正

第２編　災害予
防計画
第４章　地震以
外の災害対策

55
～
59

第５節　竜巻対策
（略）

第６節　都市型災害等対策
（略）

第７節　広域災害対策
（略）

第５節　竜巻対策
（略）

第６節　火山災害対策

１　住民等に対する周知・啓発

　県、関係市町及び関係機関と連携し、磐梯山における過
去の噴火の状況等に基づき、災害の発生が予想される区域
を把握するとともに、火山防災マップを作成し、火山情報
や避難情報（噴火警戒レベル）等の伝達経路、避難所等の
避難措置について、住民等へ周知・啓発を図ります。

２　火山災害対策

（  1  ）噴火警報等の伝達  

　　磐梯山は、福島地方気象台及び仙台管区気象台地域火
  山監視・警報センターにより、  24      時間体制で観測・監視  
  するとともに噴火警報等の情報が発表され、県から総合
  情報通信ネットワーク等により市町村へ情報提供されま
  す。
　  本市は、必要に応じ関係機関及び住民に対し、「磐梯
  山の噴火警報等の伝達系統」に記載した伝達体制により
  周知を図ります。

記載の追加
（第６節　
火山災害対
策の追加）
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噴火警報等の種類

種　　類 内　　　容

噴火警報（居住地域）
又は噴火警報

　噴火に伴って発生し生命に危
険を及ぼす火山現象（大きな噴
石、火砕流、融雪型火山泥流
等、発生から短時間で火口周辺
や居住地域に到達し、避難まで
の時間的猶予がほとんどない火
山現象）の発生やその拡大が予
想される場合に、「警戒が必要
な範囲」（生命に危険を及ぼす
範囲）を明示して発表されま
す。
　「警戒が必要な範囲」に居住
地域が含まれる場合は「噴火警
報（居住地域）」、含まれない
場合は「噴火警報（火口周
辺）」として発表されます。
　噴火警報（居住地域）は、警
戒が必要な居住地域を含む市町
村に対する火山現象特別警報に
位置づけられます。

噴火警報（火口周辺）
又は火口周辺警報

噴火予報 　予想される火山現象の状況が
静穏である場合その他火口周辺
等においても影響を及ぼすおそ
れがない場合で、火山の状態の
変化等を周知する必要があると
認める場合に発表されます。

噴火速報 　噴火の発生事実を迅速に発表
する情報です。登山者や周辺の
住民に、火山が噴火したことを
端的にいち早く伝え、身を守る
行動をとってもらうために発表
されます。
　なお、以下のような場合には
発表されません。
・普段から噴火している火山
で、普段と同規模の噴火が発生
した場合
・噴火の規模が小さく、噴火が
発生した事実をすぐに確認でき
ない場合

-　3　-



火山の状況に関する
開設情報

　火山性地震や微動回数、噴火
等の状況や警戒事項を取りまと
めたもので、定期的又は必要に
応じて臨時に発表されます。
　臨時に発表する際は、火山活
動の高まりが伝わるよう、臨時
の発表であることが明示されま
す。

降灰予報（定時） 　噴火警報発表中の火山で、噴
火により人々の生活に影響を及
ぼす降灰が予想される場合に、
定期的（3時間ごと）に発表さ
れます。

　18時間先（3時間区切り）ま
でに噴火した場合に予想される
降灰範囲や小さな噴石の落下範
囲が提供されます。

降灰予報（速報） 　噴火が発生した火山（※１）
に対して、事前計算した降灰予
報結果の中から最適なものを抽
出して、噴火発生後 5～10分程
度で発表されます。
　噴火発生から1時間以内に予
想される降灰量分布や小さな噴
石の落下範囲を提供。

※１　降灰予報（定時）を発表
中の火山では、降灰への防災対
応が必要となる「やや多量」以
上の降灰が予測された場合に発
表されます。降灰予報（定時）
が未発表の火山では、噴火に伴
う降灰域を速やかに伝えるた
め、予測された降灰が「少量」
のみであっても必要に応じて発
表されます。

降灰予報（詳細） 　噴火が発生した火山（※２）
に対して、降灰予測計算（数値
シミュレーション計算）を行い
噴火発生後 20～30分程度で発表
されます。
　噴火発生から 6時間先まで（1
時間ごと）に予想される降灰量
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分布や降灰開始時刻が提供され
ます。

※２　降灰予報（定時）を発表
中の火山では、降灰への防災対
応が必要となる「やや多量」以
上の降灰が予測された場合に発
表されます。降灰予報（定時）
が未発表の火山では、噴火に伴
う降灰域を速やかに伝えるた
め、予測された降灰が「少量」
のみであっても必要に応じて発
表されます。降灰予報（速報）
を発表した場合には、予想降灰
量によらず降灰予報（詳細）も
発表されます。

参考：降灰量の階級の説明

【多量：1㎜以上】
　火山灰がまきあげられ視界不
良となり地面は完全に覆われ
る。【外出を控える】

【やや多量：0.1～1㎜】
　火山灰が降っているのが明ら

かにわかり路面表示は見えにく

くなる。【注意】

【少量：0.1㎜未満】
　火山灰が降っているのがよう
やくわかり地面にうっすら積も
る。

火山ガス予報 　居住地域に長時間影響するよ
うな多量の火山ガスの放出があ
る場合に、火山ガスの濃度が高
まる可能性のある地域を発表す
る予報で、気象庁（及び仙台管
区気象台）から発表されます。

火山活動開設資料 　地図や図表等を用いて火山活
動の状況や警戒事項を詳細にと
りまとめたもので、毎月又は必
要に応じて臨時に発表されま
す。
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磐梯山の噴火警報等の伝達系統

（  2  ）異常現象等の報告等  
　　噴火、降灰、鳴動、地温の上昇等災害が発生する恐れ
  がある異常な現象を発見したものは、市町村又は警察署
  等へ通報しなければなりません。
　　本市において通報を受けた場合は、「磐梯山情報連絡
　系統図により関係機関へ連絡します。
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磐梯山情報連絡系統図

（3  ）防災対策事業等の推進  

　　火山災害による被害を防止又は軽減するため、必要に 
  応じ次の事業等の推進を図ります。

　①．防災営農施設の整備
　②．降灰除去事業
　③．治山治水事業
　④．砂防事業
　⑤．河川の水質汚濁防止事業
　⑥．火山現象の調査、研究及びその成果の普及
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（  4  ）災害情報の収集及び伝達  

　　火山災害に関する情報の収集及び伝達については、　
　「第３編第３章情報の収集・伝達」により、迅速な情報
　の収集及び伝達に努めます。
　　なお、収集及び伝達する情報の事項は次のとおりで
　す。
　　①．人的被害及び住居被害の状況
　　②．要救助者の確認
　　③．住民等の避難状況
　　④．噴火規模及び火山活動の状況
　　⑤．被害の範囲等
　　⑥．避難道路及び交通の確保の状況
　　⑦．その他必要と認める事項

（  5  ）早期の避難勧告等の提供  
　　住民に対して、「第３編第６章第２節避難勧告等の発
　令」に基づき、「第３編第４章災害時の広報」により、
　避難等を促します。
　　
７　都市型災害等対策
（略）
８　広域災害対策
（略）

第２編　災害予
防計画　
第５章　避難・
誘導体制づくり

63 第５節　他地域からの本市への広域避難に関する対応

　東日本大震災に伴う原子力発電所事故のような大規模災
害時においては、県内他市町村や災害時応援協定締結自治
体等をはじめとした広域的な避難が予想されます。　　　

　こうした場合に、本市は可能な限り避難者等の受け入れ
に協力し、また、円滑な対応が取れるよう関係自治体や県
と協議し、本市への広域避難受け入れ体制の構築を図りま
す。

第５節　他地域からの本市への広域避難に関する対応

　磐梯山の噴火や東日本大震災に伴う原子力発電所事故の
ような大規模災害時においては、県内他市町村や災害時応
援協定締結自治体等をはじめとした広域的な避難が予想さ
れます。　　　　　　　

　こうした場合に、本市は可能な限り避難者等の受け入れ
に協力し、また、円滑な対応が取れるよう関係自治体や県
と協議し、本市への広域避難受け入れ体制の構築を図りま
す。

記載の一部
追加
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第２編　災害予
防計画　
第８章　防災知
識の普及計画

74
～
75

第３節　防災訓練の充実
（略）
　１　総合防災訓練
（略）
　２
（略）
　３
（略）
　４　消防訓練
（略）

　５　情報伝達訓練
（略）
　６
（略）
　７　事業所等防災訓練
（略）

第３節　防災訓練の充実
（略）
　１　総合防災訓練
（略）
　２
（略）
　３
（略）
　４　火山防災訓練
　　火山災害の被害軽減を図るため、火山防災マップや噴
　火警報レベル等を活用し、状況に応じた対応を確認する
　等、実践的な訓練を実施します。
　５　消防訓練
（略）
　６　情報伝達訓練
（略）
　７　
（略）
　８　事業所等防災訓練
（略）

記載の追加
（４　火山
災害にかか
る訓練の追
加）

第３編　災害応
急対策計画
第６章　避難対
策

114
～
121

第１節　避難勧告等避難情報
　１　実施責任者及び実施の要件
　（1）実施責任者
　（略）
　（2）避難勧告等が発せられる場合
　　　 避難勧告等の対象となる災害発生があると予想さ
     れる場合は、次のとおりです。

①.災害により河川上流の地域が被害を受け、下流
地域に危険があるとき。
②.地すべり、山くずれ、崖崩れ等による発災が予
想されるとき。
③.火災が風下に拡大する恐れがあるとき。
④.河川が氾濫注意水位を越え、洪水が発生する恐
れがあるとき。
⑤.地震による建築物等の倒壊に関して、被災建築
物等に対する応急危険度判定により災害が発生す
る恐れがあると判断されたとき。
⑥.その他、住民の生命又は身体を災害から保護す
るのに必要と認められるとき。

第１節　避難勧告等避難情報
　１　実施責任者及び実施の要件
　（1）実施責任者
　（略）
  （2）避難勧告等が発せられる場合
　  　 避難勧告等の対象となる災害発生があると予想さ
　　 れる場合は、次のとおりです。

①.災害により河川上流の地域が被害を受け、下流地
域に危険があるとき。
②.地すべり、山くずれ、崖崩れ等による発災が予想
されるとき。
③.火災が風下に拡大する恐れがあるとき。
④.河川が氾濫注意水位を越え、洪水が発生する恐れ
があるとき。
⑤.地震による建築物等の倒壊に関して、被災建築物
等に対する応急危険度判定により災害が発生する恐
れがあると判断されたとき。
⑥  .  居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生すると  
予想されるとき。
⑦  .  居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、ある  
いは切迫している状態にあるとき。
⑧.その他、住民の生命又は身体を災害から保護する
のに必要と認められるとき。

記載の一部
追加
（火山災害
にかかる避
難勧告等が
発せられる
想定内容の
追加）
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　２　避難勧告等の発令
　（略）
  （1）避難勧告等の判断基準
　（略）
　（2）避難勧告等の判断基準（水害）
　（略）
　（3）避難勧告等の判断基準（土砂災害）
　（略)
　（4）新規

　

　２　避難勧告等の発令
　（略）
  （1）避難勧告等の判断基準
　（略)
　（2）避難勧告等の判断基準（水害）
　（略)
　（3）避難勧告等の判断基準（土砂災害）
　（略）
　（  4  ）避難勧告等の発令基準（火山災害）及び噴火警戒レ  
　　 ベル

　   噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じた「警戒が
   必要な範囲」と防災関係機関や住民等の「とるべき防災
   対応」を５段階に区分したもので、噴火警報・噴火予報
   に含めて発表されます。
　　

区　　分 発　令　基　準 範　　囲

噴火警戒レベル４
（避難準備・高齢
者等避難開始）

　噴火警戒レベル
４（避難準備）が
発表されるなど、
居住地域に被害を
及ぼす噴火が発生
することが予想さ
れる（可能性が高
まってきている）
場合

　居住地域におけ
る避難対象地域及
び特定地域（火口
位置や火山活動の
状況により発令範
囲を限定又は追加
する場合あり）

噴火警戒レベル５
（避難勧告）

　噴火警戒レベル
５（避難）が発表
されるなど、居住
地域に重大な被害
を及ぼす噴火が発
生又は切迫してい
る状態にあり、人
の生命又は身体を
災害から保護する
必要がある場合

　居住地域におけ
る避難対象地域及
び特定地域（火口
位置や火山活動の
状況により発令範
囲を限定又は追加
する場合あり）

噴火警戒レベル５
（避難指示（緊
急））

＊１　「特定地域」とは、火山現象の影響を受ける危険性
　　を勘案し、早期避難が必要な地域として選定する地域
　　のこと。本市は、「特定地域」に該当する地域はあり
　　ません。
　２　降灰後の土石流等の土砂移動現象に対する避難につ
    いては、噴火警戒レベルに応じた避難対応によらず、
   「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

記載の追加
（（4）避難
勧告等の発
令基準（火
山災害）及
び噴火警戒
レベルの追
加）
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    に関する法律」（以下、「土砂災害防止法」とい
　　う。）に基づき国土交通省が実施する緊急調査の結果
　　を踏まえ、協議会等で対応を協議する必要がある。

磐梯山　噴火警戒レベル

＊１　ここでいう「噴石」とは、主として風の影響を受け
　　ずに弾道を描いて飛散する大きさのものとする。
　２　火口とは、銅沼付近の旧火口と沼の平火口をいう。
　３　融雪型火山泥流は積雪期のみ想定される。
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第3 編　災害応
急対策計画　 第
6 章　避難対策

128 第13節　 他地域からの避難者の受け入れ
　東日本大震災に伴う原子力発電所事故のような大規模災
害時においては、周辺市町村や災害時相互応援協定締結自
治体等が被災した場合、被災自治体等から避難者受入の要
請があったときは、本市の体育館等の「長期避難者施設」
や公営住宅等に受け入れるものとします。
　
受け入れにあたっては、「支援対策本部」等を設置する
等、県及び避難自治体との密接な協議・連携により実施し
ます。

　１　受け入れ対策について
　（略）

第13節　 他地域からの避難者の受け入れ
　磐梯山の噴火や東日本大震災に伴う原子力発電所事故の
ような大規模災害時においては、周辺市町村や災害時相互
応援協定締結自治体等が被災した場合、被災自治体等から
被災住民受入の要請があったときは、本市の体育館等の
「長期避難者施設」や公営住宅等に受け入れるものとしま
す。
　受け入れにあたっては、「支援対策本部」等を設置する
等、県及び避難自治体との密接な協議・連携により実施し
ます。
　なお、磐梯山で火山災害が発生した場合に住民等が避難
する場所及び避難経路は「資料編（資料      2-5-1  ）避難所・  
避難場所一覧表（  4  ）磐梯山の噴火にかかる居住地域におけ  
る避難場所（避難所）及び避難経路」に定めます。
　
　１　受け入れ対策について
　（略）　

記載の一部
追加（磐梯
山の噴火に
かかる記載
の追加）

資料編
（第１章資料
編）

59
～
62

（資料 2-5-1）
避難所・避難場所一覧表
（1）　避難場所兼避難所
（略）
（2）　福祉避難所
（略）
（3）　自主避難者受入施設
（略）
（4）　新規

（資料 2-5-1）
避難所・避難場所一覧表
（1）　避難場所兼避難所
（略）
（2）　福祉避難所
（略）
（3）　自主避難者受入施設
（略）
（  4  ）磐梯山の噴火にかかる居住地域における避難場所（避  
　 難所）及び避難経路

　　 磐梯山で火山災害が発生した場合に、住民等が避難す
   る場所及び避難経路は、以下のとおりです。

記載の追加
（（4）磐梯
山の噴火に
かかる居住
地域におけ
る避難場所
（避難所）
及び避難経
路の追加
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